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少
年
裁
判
所
に
関
す
る

一
九
九
七
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
法
律
第
三
号

唯
一
絶
対
神
の
恵
と
共
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
大
統
領
は
、

a
　
少
年
は
、
民
族
闘
争
の
潜
在
力
で
あ
り
、
そ
の
理
念
の
継
承

　
者
で
あ
っ
て
、
戦
略
的
な
役
割
を
担
う
と
共
に
、
特
別
な
特
徴

　
と
特
質
を
有
し
、
全
体
的
に
調
和
と
均
衡
の
と
れ
た
身
体
的
、

　
精
神
的
及
び
社
会
的
成
長
と
発
達
を
保
障
す
る
と
い
う
枠
に
お

　
　
　
（
1
）

　
い
て
育
成
と
保
護
を
必
要
と
す
る
一
人
的
資
源
と
し
て
の
若
年

　
層
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、

b
　
少
年
を
育
成
し
、
保
護
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
安
定
し
た
十

　
分
な
制
度
又
は
法
的
手
段
に
関
わ
る
支
援
体
制
が
必
要
で
あ
り
、

　
従
っ
て
、
少
年
に
対
す
る
裁
判
所
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
定

　
が
特
別
に
必
要
と
な
る
こ
と
、

c
　
司
法
権
の
基
本
規
定
に
関
す
る
一
九
七
〇
年
法
律
第
一
四
号

　
第
一
〇
条
の
解
説
及
び
普
通
裁
判
に
関
す
る
一
九
八
六
年
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
第
二
号
第
八
条
の
解
説
に
基
づ
き
、
特
例
と
し
て
の
少
年
裁
判

　
所
は
普
通
裁
判
管
轄
に
属
し
、
法
律
を
も
っ
て
こ
れ
を
設
置
す

　
る
こ
と
、

d
　
第
a
号
、
第
b
号
及
び
第
c
号
に
お
い
て
示
し
た
考
慮
に
基

　
　
づ
き
、
少
年
裁
判
所
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る

　
　
こ
と
、

　
に
鑑
み
、

　
一
　
一
九
四
五
年
基
本
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
〇
条
第
一
項

　
二
　
司
法
権
の
基
本
規
定
に
関
す
る
一
九
七
〇
年
法
律
第
一
四
号

　
　
（
官
報
一
九
七
〇
年
第
七
四
号
、
官
報
補
遺
第
二
九
五
一
号
）

三
　
普
通
裁
判
に
関
す
る
一
九
八
六
年
法
律
第
二
号
（
官
報
一
九

　
　
八
六
年
第
二
〇
号
、
官
報
補
遺
第
三
三
二
七
号
）

を
考
慮
し
、

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
国
民
議
会
の
承
認
を
得
て
、
少
年
裁
判
所

に
関
す
る
法
律
を
定
め
る
も
の
と
決
定
す
る
。

　
一
般
解
説

　
　
若
年
層
の
一
部
た
る
少
年
は
、
民
族
闘
争
理
念
の
継
承
者
で
あ
り
、

国
嘱
発
の
た
め
の
人
的
資
源
で
あ
る
．
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
（
℃
帥
昌
。
甲

　
巴
9
。
）
と
一
九
四
五
年
基
本
法
に
基
づ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
い

　
う
単
一
国
家
の
器
に
お
い
て
民
族
の
集
約
と
統
一
を
指
導
・
維
持
す
る

　
資
質
を
も
ち
、
そ
の
能
力
を
有
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
的
資
源
を
実

　
現
す
る
と
い
う
枠
に
お
い
て
、
生
活
の
維
持
と
身
体
的
、
精
神
的
、
社

　
会
的
成
長
及
び
発
達
の
た
め
の
継
続
的
な
育
成
と
共
に
、
将
来
そ
の
者

　
達
と
民
族
を
危
険
に
晒
す
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
か
ら
の
保
護
が
必
要
と
さ

　
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
様
々
な
育
成
や
保
護
の
施
策
の
な
か
、
社
会
に

　
お
け
る
問
題
や
障
害
に
直
面
し
て
お
り
、
ま
た
少
年
の
間
で
は
、
し
ば
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し
ば
逸
脱
行
動
が
見
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
更
に
は
、
社
会
的
地
位
や
経

済
的
地
位
に
係
わ
ら
ず
、
違
法
行
為
を
犯
す
少
年
が
存
在
し
て
い
る
。

一
方
、
様
々
な
理
由
か
ら
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
面
で
の
配

慮
を
受
け
る
機
会
の
な
か
っ
た
少
年
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
自

ら
の
不
遇
か
ら
、
故
意
又
は
過
失
で
、
少
年
が
自
分
や
社
会
に
損
害
を

与
え
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
り
、
行
動
を
と
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
。

　
少
年
が
犯
し
た
逸
脱
行
動
や
違
法
行
為
は
様
々
な
要
因
が
原
因
と
な

っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
急
速
な
開
発
成
長
、
通
信
や
情
報
の
分
野

に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
潮
流
、
科
学
技
術
の
進
歩
並
び

に
一
部
の
大
人
の
生
活
様
式
や
方
法
の
変
化
な
ど
か
ら
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
影
響
の
存
在
が
、
少
年
の
価
値
観
や
行
動
に
対
し
大
き
な
影
響
力
を

も
つ
社
会
生
活
に
お
け
る
根
本
的
な
社
会
変
化
を
も
た
ら
す
に
至
っ
て

い
る
。
こ
の
外
、
態
度
や
行
動
、
自
己
統
制
の
発
達
の
過
程
で
、
父
母
、

後
見
人
又
は
里
親
か
ら
愛
情
、
養
育
、
指
導
、
育
成
及
び
監
督
を
十
分

に
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
全
く
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
少
年
は
、
不
健

全
で
個
性
の
発
達
を
阻
害
す
る
社
会
や
環
境
と
の
交
流
の
な
か
で
容
易

に
道
を
踏
み
外
す
こ
と
に
な
る
。

　
非
行
少
年
の
様
々
な
行
為
や
行
動
に
対
応
し
、
対
処
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
徴
と
特
質
を
も
っ
た
少
年
特
有
の
地
位
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
少
年
は
思
考
、
感
情
及
び
願
望
に
基
づ
き
行
動
の
取

り
方
を
自
ら
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
、
少
年
を
取
り
巻
く
状

況
が
そ
の
行
動
に
影
響
を
与
え
得
る
。
従
っ
て
、
非
行
少
年
の
問
題
に

対
応
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
父
母
や
周
辺
の
社
会
か
当
該
少
年
の
育
成
、

教
育
及
び
行
動
の
発
達
に
対
し
も
っ
と
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
父
母
と
少
年
と
の
関
係
は
、
心
理
的
及
び
精
神
的
関
係
に
お
い
て
基

本
的
な
関
係
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
少
年
特
有
の
特
徴
や
特

質
に
鑑
み
、
非
行
少
年
に
対
し
刑
や
処
分
を
科
す
に
あ
た
っ
て
は
、
当

該
少
年
を
父
母
か
ら
引
き
離
さ
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
父
母

と
少
年
の
関
係
が
余
り
良
好
で
な
い
か
、
少
年
の
行
為
の
性
質
が
社
会

に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
少
年
を
父
母
か
ら
引
き

離
す
必
要
が
あ
る
と
き
、
そ
う
し
た
隔
離
は
、
少
年
の
健
全
で
本
来
的

な
成
長
と
発
達
の
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
常
に
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
述
し
た
考
慮
の
外
、
少
年
の
精
神
的
な
成
長
と
発
達
の
た
め
、
手

続
法
と
法
定
刑
に
お
い
て
特
別
な
取
り
扱
い
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
一
九
八
一
年
法
律

第
八
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
に
対
す
る
例
外
措
置
は
、
勾
留
の
執

行
期
間
は
少
年
の
利
益
に
応
じ
て
定
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
刑
法

典
に
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
刑
の
少
年
に
対
す
る
特
例
と
し
て
は
、
処

断
刑
は
成
人
が
犯
し
た
場
合
の
刑
の
長
期
の
二
分
の
一
と
定
め
て
お
り
、

ま
た
、
少
年
に
対
し
て
死
刑
や
無
期
重
懲
役
を
も
っ
て
処
断
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
取
り
扱
い
や
刑
の
特
例
は
、
当
該
少

年
が
こ
れ
か
ら
長
い
将
来
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
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に
保
護
し
、
庇
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
特
例
は
、
処
遇
を
通
じ
て
、
自
立
し
、
自
己
や
家
族
、
社
会
、

民
族
及
び
国
家
に
対
し
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
役
に
立
つ
よ

う
な
人
に
な
る
と
い
う
自
己
観
念
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
機
会
を
少
年
に

与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
特
に
、
少
年
に
対
す
る
制
裁
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
で
は
、
少
年
の

年
齢
区
分
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
八
歳
か
ら
一
二
歳

未
満
の
少
年
に
対
し
て
は
、
父
母
の
下
に
帰
住
さ
せ
る
、
社
会
団
体
の

下
に
置
く
、
又
は
、
国
家
に
委
託
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
処
分
の
み
を

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
一
二
歳
の
年
齢
に
達
し
一
八
歳
未

満
の
少
年
に
対
し
て
は
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
取
り
扱

い
の
特
例
は
、
少
年
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
成
長
と
発
達
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
少
年
に
特
有
の
特
徴
と
特
質
に
鑑
み
、
ま
た
少
年
に
対
す
る
保
護
の

た
め
、
非
行
少
年
事
件
は
、
普
通
裁
判
管
轄
に
属
す
る
少
年
裁
判
所
に

お
い
て
審
理
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
逮
捕
か

ら
勾
留
、
審
判
に
至
る
非
行
少
年
事
件
の
裁
判
手
続
及
び
そ
れ
以
後
の

処
遇
は
、
少
年
問
題
を
真
に
理
解
し
て
い
る
特
別
の
官
吏
に
よ
っ
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
非
行
少
年
事
件
の
処
理
に
あ
た
り
、
裁
判
官
は
、
社
会
指
導
員
に
よ

っ
て
収
集
さ
れ
た
当
該
少
年
個
人
や
家
族
の
情
報
に
関
す
る
社
会
調
査

結
果
の
報
告
書
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
報
告
結
果

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
が
当
該
少
年
に
と
っ
て
最
も
公
平
な

判
決
を
な
す
に
相
応
し
い
全
体
像
を
掴
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
期
待

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
裁
判
官
の
判
決
は
当
該
少
年
の
以
後
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
の
で
、
裁
判
官
は
、
な
さ
れ
た
判
決
が
、
家
族
生
活
や
民
族
や

国
家
に
対
し
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
国
民
と
し
て
自
己
を
発
達

さ
せ
て
い
く
の
に
適
し
た
将
来
へ
少
年
を
戻
し
、
こ
れ
を
導
く
上
で
の

強
い
基
盤
の
一
つ
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
真
に
確
信
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
裁
判
官
に
よ
り
判
決
が
出
さ
れ
た
非
行
少
年
に
対
す
る
処
遇
活
動
や

指
導
の
実
施
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
、
当
該
少
年
を
少
年

社
会
化
施
設
に
収
容
す
る
も
の
と
す
る
。
上
述
し
た
様
々
な
考
慮
に
加

え
、
少
年
の
保
護
や
利
益
に
配
慮
し
た
裁
判
を
実
現
す
る
と
い
う
枠
の

中
で
、
少
年
を
対
象
と
し
た
普
通
裁
判
管
轄
に
お
け
る
特
別
な
裁
判
所

の
管
理
運
営
に
関
す
る
諸
規
定
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
少
年
裁
判
所
は
、
少
年
に
対
す
る
処
遇
や
保
護
に

相
応
し
い
方
向
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
一
章
　
総
　
則

　
　
　
　
　
（
4
）

第
一
条
【
定
義
】
　
こ
の
法
律
に
い
う
、

　
一
　
少
年
（
＞
ロ
接
）
と
は
、
非
行
少
年
事
件
に
お
い
て
、
既
に

　
　
八
歳
に
達
し
て
い
る
が
、
未
だ
一
八
歳
に
満
た
ず
、
こ
れ
ま
で
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に
婚
姻
を
し
た
こ
と
が
な
い
者
を
い
う
。

二
　
非
行
少
年
（
＞
昌
畏
Z
畏
豊
と
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
い

　
う
。

　
a
　
罪
を
犯
し
た
少
年
、
又
は

　
b
　
法
令
規
則
に
よ
り
、
又
は
当
該
社
会
に
存
在
し
、
適
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
あ
る
そ
の
他
の
法
規
範
に
よ
り
少
年
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
行

　
　
為
を
行
っ
た
少
年

三
　
社
会
化
教
育
少
年
（
＞
口
接
9
象
犀
寄
ヨ
霧
旨
円
欝
四
け
き
）
、

　
社
会
化
事
務
所
（
ω
巴
鉱
評
ヨ
鋤
亀
畦
接
讐
き
）
、
社
会
化
観

　
察
委
員
会
（
自
ヨ
℃
窪
覧
ヨ
緯
零
ヨ
錺
旨
門
餌
犀
讐
雪
）
及
び

　
社
会
化
指
導
対
象
者
（
困
一
2
零
目
蝉
亀
震
葵
簿
き
）
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
社
会
化
に
関
す
る
一
九
九
五
年
法
律
第
一
二
号
に
い
う
社
会
化

　
教
育
少
年
、
社
会
化
事
務
所
、
社
会
化
観
察
委
員
会
及
び
社
会

　
化
指
導
対
象
者
を
い
う
。

四
　
勾
留
（
℃
窪
魯
き
壁
）
と
は
、
拘
置
所
（
幻
＝
ヨ
聾
↓
魯
－

　
き
9
0
口
Z
①
題
轟
）
、
拘
置
支
所
（
O
菩
き
臓
勾
q
ヨ
魯
↓
警
－

　
き
讐
Z
Φ
恕
轟
）
又
は
一
定
の
場
所
へ
の
被
疑
者
又
は
被
告

　
人
の
収
容
を
い
う
。

五
　
捜
査
官
（
零
身
こ
ε
と
は
、
少
年
係
捜
査
官
（
需
塁
一
－

　
α
涛
四
コ
畏
）
を
い
う
。

六
　
公
訴
官
（
℃
窪
⊆
具
旨
⊂
ヨ
⊆
ヨ
）
と
は
、
少
年
係
公
訴
官

　
　
（
℃
窪
＝
三
葺
仁
ヨ
一
』
ヨ
鋤
旨
躊
）
を
い
う
。

　
　
き
畏
）
を
い
う
。

　
　
訴
審
裁
判
官
を
い
う
。

　
　
審
裁
判
官
を
い
う
。

　
　
○
　
里
親
（
o
声
轟
9
㊤
霧
⊆
『
）
と
は
、
少
年
の
親
と
し
て

　
　
事
実
上
少
年
を
養
育
す
る
者
を
い
う
。

　
　
↓
　
社
会
指
導
員
（
評
ヨ
玄
B
玄
轟
区
①
ヨ
錺
旨
轟
犀
讐
讐
）

　
　
と
は
、
社
会
化
処
遇
対
象
者
（
≦
醇
鴇
霞
轟
き
評
ヨ
霧
旨
－

　
　
轟
ざ
＄
⇒
）
の
指
導
を
行
う
社
会
化
事
務
所
の
社
会
化
職
員

　
　
（
需
ε
磯
霧
需
ヨ
m
亀
碧
欝
簿
き
）
を
い
う
。

　
　
二
　
社
会
団
体
（
9
鴇
巳
ω
霧
あ
o
ω
巨
囚
①
ヨ
曽
呂
霞
畏
讐
讐
）

　
　
と
は
、
非
行
少
年
問
題
に
対
し
特
別
な
関
心
を
有
す
る
社
会
の

　
　
団
体
を
い
う
。

　
　
に
関
す
る
一
九
八
一
年
法
律
第
八
号
に
い
う
弁
護
人
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
を
い
う
。

　
七
　
裁
判
官
（
＝
畏
冒
）
と
は
、
少
年
係
裁
判
官
（
器
臨
ヨ

　
八
　
控
訴
審
裁
判
官
（
＝
葵
冒
ω
き
象
轟
）
と
は
、
少
年
係
控

　
九
　
上
告
審
裁
判
官
（
＝
畏
一
日
閑
霧
霧
一
）
と
は
、
少
年
係
上
告

　
一

　
二
二
　
弁
護
人
（
勺
窪
錺
浮
象
＝
仁
ざ
ヨ
）
と
は
、
刑
事
訴
訟
法

第
二
条
【
少
年
裁
判
所
】
　
少
年
裁
判
所
（
℃
窪
淫
象
一
き
＞
昌
舞
）

　
と
は
、
普
通
裁
判
管
轄
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
司
法
権
の
行
使
機
関
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第
一
一
一
条
【
少
年
審
判
】
　
少
年
裁
判
所
審
判
（
ω
一
3
轟
℃
窪
ひ
q
包
凶
－

　
一
讐
＞
コ
舞
）
1
以
後
、
少
年
審
判
（
Oっ
こ
き
磯
＞
昌
葵
）
と
称

　
す
る
ー
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
少
年
事
件
の
審
理
、
裁
判
及

　
び
処
理
を
行
う
職
務
及
び
権
限
を
有
す
る
。

第
四
条
【
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
】
①
少
年
審
判
に
送
致
す
る

　
こ
と
の
で
き
る
非
行
少
年
の
年
齢
制
限
は
、
八
歳
以
上
一
八
歳
未

　
満
と
し
、
こ
れ
ま
で
に
婚
姻
を
し
た
こ
と
が
な
い
者
と
す
る
。

　
†
無
罪
推
定
の
原
則
に
従
い
、
裁
判
手
続
に
置
か
れ
て
い
る
非
行
少
年

　
　
も
、
確
定
し
た
裁
判
所
判
決
が
出
る
ま
で
は
無
罪
と
見
な
さ
れ
る
。

　
　
少
年
審
判
に
送
致
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
行
少
年
の
八
歳
と
い
う
年

　
　
齢
制
限
は
、
八
歳
に
満
た
な
い
児
童
は
未
だ
そ
の
行
為
の
責
任
を
負

　
　
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
見
な
す
と
い
う
社
会
学
的
、
心
理
学
的

　
　
及
び
教
育
学
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

②
少
年
が
第
一
項
に
い
う
年
齢
制
限
の
範
囲
内
で
罪
を
犯
し
、
当

　
該
少
年
が
当
該
年
齢
制
限
を
超
過
し
た
後
に
裁
判
所
審
判
に
送
致

　
さ
れ
た
が
、
未
だ
二
一
歳
に
満
た
な
い
場
合
、
そ
の
ま
ま
少
年
審

　
判
に
送
致
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
【
児
童
に
対
す
る
措
置
】
①
未
だ
八
歳
に
満
た
な
い
児

（
8
）

　
童
が
罪
を
犯
し
た
か
、
又
は
犯
し
た
疑
い
が
あ
る
場
合
、
当
該
児

　
童
に
対
し
て
捜
査
官
に
よ
る
取
調
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
八
歳
に
満
た
な
い
で
罪
を
犯
し
た
児
童
に
対
し
て
捜
査
官
が
行
う
取

　
　
調
手
続
に
お
い
て
も
、
無
罪
推
定
の
原
則
が
等
し
く
適
用
さ
れ
る
。

　
　
児
童
に
対
す
る
捜
査
は
、
児
童
が
一
人
で
罪
を
犯
し
た
の
か
、
又
は

　
　
八
歳
以
上
の
少
年
若
し
く
は
成
人
と
の
共
犯
の
要
素
が
あ
る
の
か
ど

　
　
う
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

②
取
調
の
結
果
、
捜
査
官
は
、
第
一
項
に
い
う
児
童
が
父
母
、
後

　
見
人
又
は
里
親
に
よ
り
依
然
養
育
可
能
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

　
は
、
当
該
児
童
を
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
の
下
に
帰
住
さ
せ
る

　
も
の
と
す
る
。

③
取
調
の
結
果
、
捜
査
官
は
、
第
一
項
に
い
う
児
童
が
父
母
、
後

　
見
人
又
は
里
親
に
よ
り
最
早
養
育
で
き
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、

　
社
会
指
導
員
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
当
該
児
童
を
社
会
省
に
送

　
致
す
る
も
の
と
す
る
。

　
人
並
び
に
少
年
審
判
に
お
け
る
そ
の
他
の
職
員
は
、
法
服

　
（
8
鴇
）
又
は
制
服
を
着
用
し
な
い
。

　
†
本
条
の
規
定
は
、
少
年
審
判
に
お
い
て
家
族
的
な
雰
囲
気
を
作
り
出

　
　
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
年
は
、
少
年
審
判
に
こ
れ
を
送
致
し
、
成
人
は
、
成
人
の
た
め
の

　
公
判
に
こ
れ
を
送
致
す
る
。

②
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
軍
人
と
共
に
罪
を
犯
し
た
少
年
は
、
少

第
六
条
【
私
服
の
着
用
】
　
裁
判
官
、
公
訴
官
、
捜
査
官
及
び
弁
護

第
七
条
【
成
人
等
と
の
共
犯
】
①
成
人
と
共
に
罪
を
犯
し
た
少
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年
審
判
に
こ
れ
を
送
致
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
軍
人
は
、
軍

　
事
裁
判
所
（
霞
魯
ざ
ヨ
魯
寓
一
犀
段
）
に
こ
れ
を
送
致
す
る
。

　
†
本
条
の
規
定
は
、
少
年
に
対
す
る
措
置
と
成
人
又
は
併
合
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
（
冨
詩
帥
轟
ざ
諾
5
濤
霧
）
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
軍
人

　
　
に
対
す
る
措
置
と
は
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お

　
　
い
て
、
こ
の
法
律
が
少
年
に
対
す
る
特
別
の
措
置
を
認
め
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
軍
事
裁
判
所
」
と
は
、
軍
事
裁
判
管

　
　
轄
に
お
け
る
裁
判
所
を
い
う
。

第
八
条
【
審
判
の
非
公
開
・
出
席
者
等
】
①
裁
判
官
は
、
非
公

　
開
の
審
判
で
少
年
事
件
を
審
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　
†
少
年
事
件
の
審
理
は
、
少
年
の
利
益
を
守
る
た
め
非
公
開
の
審
判
で

　
　
こ
れ
を
行
う
。

②
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
第
一
項
に
い
う
少
年
事
件

　
の
審
理
は
、
公
開
の
審
判
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
原
則
と
し
て
、
少
年
事
件
の
審
理
は
非
公
開
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
と
は
い
え
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
裁
判
官
は
、

　
　
少
年
の
権
利
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
事
件
の
審
理
を
公
開
で
行
う
決

　
　
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合

　
　
と
は
、
と
り
わ
け
、
事
件
の
性
質
や
事
情
か
ら
公
開
で
行
わ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
場
合
を
い
う
。
公
開
で
審
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
事
件
の

　
　
性
質
の
一
つ
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
交
通
違
反
事
件
が
あ
り
、
一
方
、

　
　
事
件
の
事
情
か
ら
見
た
場
合
、
例
え
ば
、
事
件
発
生
地
に
お
け
る
事

　
　
件
の
審
理
が
あ
る
。

③
非
公
開
で
行
わ
れ
る
審
判
に
は
、
当
該
少
年
と
共
に
、
父
母
、

　
後
見
人
又
は
里
親
、
弁
護
人
及
び
社
会
指
導
員
に
限
り
出
席
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
三
項
に
い
う
者
を
除
き
、
裁
判
官
又
は
合
議
体
の
許
可
を
得

　
た
一
定
の
者
は
、
第
一
項
に
い
う
審
判
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
†
』
定
の
者
」
と
は
、
と
り
わ
け
、
心
理
学
者
、
教
育
従
事
者
、
宗

　
　
教
家
、
調
査
従
事
者
及
び
調
査
を
行
う
学
生
を
い
う
。

⑤
捜
査
か
ら
裁
判
所
判
決
の
言
渡
し
前
の
時
点
ま
で
の
少
年
事
件

　
に
関
す
る
報
道
は
、
少
年
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
の
氏
名
の

　
略
称
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

　
†
法
令
規
則
又
は
報
道
放
送
倫
理
綱
領
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
権

　
　
利
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
少
年
事
件
と
関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
報

　
　
道
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
捜
査
か
ら
裁
判

　
　
所
判
決
の
言
渡
し
前
ま
で
、
少
年
事
件
に
関
係
し
て
い
る
当
事
者
の

　
　
氏
名
は
略
称
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

⑥
第
一
項
に
い
う
少
年
事
件
の
審
理
に
お
け
る
裁
判
所
判
決
は
、

　
一
般
に
公
開
さ
れ
た
審
判
で
こ
れ
を
言
渡
す
も
の
と
す
る
。

　
†
非
行
少
年
事
件
の
審
理
は
非
公
開
で
行
わ
れ
る
も
も
の
、
裁
判
官
の

　
　
判
決
は
、
有
効
な
規
定
に
従
い
、
一
般
に
公
開
さ
れ
た
審
判
で
こ
れ
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を
言
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
二
章
　
裁
判
官
及
び
少
年
審
判
の
権
限

　
第
一
節
　
裁
判
官

第
九
条
【
指
定
】
　
裁
判
官
は
、
当
該
地
方
裁
判
所
長
の
上
申
に
よ

　
り
、
高
等
裁
判
所
長
官
を
通
じ
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
決
定
書
に

　
基
づ
き
こ
れ
を
指
定
す
る
。

第
一
〇
条
【
資
格
】
　
第
九
条
に
い
う
裁
判
官
と
し
て
指
定
さ
れ
る

　
た
め
の
資
格
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

　
a
　
普
通
裁
判
管
轄
の
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
と
し
て
の
経
験

　
　
が
あ
る
こ
と
、
及
び

　
b
　
少
年
問
題
に
興
味
、
関
心
、
貢
献
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し

　
　
て
い
る
こ
と

　
†
「
少
年
問
題
に
興
味
、
関
心
、
貢
献
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し
て
い

　
　
る
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

　
　
一
　
家
族
的
な
養
育
方
針
や
少
年
の
礼
儀
や
躾
の
教
育
方
針
を
含
み
、

　
　
　
且
つ
、
効
果
的
、
情
緒
的
で
、
思
い
や
り
の
あ
る
方
法
を
と
る
少

　
　
年
の
処
遇

　
　
二
　
少
年
の
成
長
及
び
発
達
、
並
び
に

　
　
三
　
社
会
に
存
在
し
、
少
年
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
様
々
な
価
値

　
　
体
系

第
二
条
【
単
独
制
】
①
裁
判
官
は
、
第
一
審
に
お
け
る
少
年

　
事
件
を
単
独
の
裁
判
官
（
富
竃
ヨ
日
凝
題
一
）
で
審
理
し
、
裁
判

　
を
行
う
。

②
　
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
地
方
裁
判
所
長
は
、
少
年

　
事
件
の
審
理
を
合
議
体
（
訂
霞
ヨ
ヨ
包
①
房
）
で
行
う
よ
う
決
定

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
「
一
定
の
場
合
」
と
は
、
当
該
少
年
が
犯
し
た
罪
に
対
す
る
法
定
刑

　
　
が
五
年
以
上
で
、
そ
の
立
証
が
難
し
い
と
き
を
い
う
。

③
裁
判
官
は
、
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
一
人
の
書
記
官
又
は
一

　
人
の
補
助
書
記
官
に
よ
る
補
佐
を
受
け
る
。

　
第
二
節
　
控
訴
審
裁
判
官

第
一
二
条
【
指
定
】
　
控
訴
審
裁
判
官
は
、
当
該
高
等
裁
判
所
長
官

　
の
上
申
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
決
定
書
に
基
づ
き
こ
れ
を

　
指
定
す
る
。

第
一
三
条
【
資
格
】
第
一
〇
条
に
い
う
裁
判
官
に
適
用
さ
れ
る
資

　
格
は
、
控
訴
審
裁
判
官
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
一
四
条
【
単
独
制
】
①
控
訴
審
裁
判
官
は
、
控
訴
審
に
お
け

　
る
少
年
事
件
を
単
独
の
裁
判
官
で
審
理
し
、
裁
判
を
行
う
。

②
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
高
等
裁
判
所
長
官
は
、
少

　
年
事
件
の
審
理
を
合
議
体
で
行
う
よ
う
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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†
第
一
一
条
第
二
項
の
解
説
参
照
。

③
控
訴
審
裁
判
官
は
、
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
一
人
の
書
記
官

　
又
は
一
人
の
補
助
書
記
官
に
よ
る
補
佐
を
受
け
る
。

第
一
五
条
【
指
導
・
監
督
】
　
高
等
裁
判
所
長
官
は
、
少
年
審
判
が

　
こ
の
法
律
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
管
轄
内
の
裁
判
の

　
運
営
に
対
し
指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

　
†
「
指
導
」
と
は
、
裁
判
官
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
職

　
　
務
を
遂
行
し
な
い
と
き
、
裁
判
官
の
独
立
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
高

　
　
等
裁
判
所
長
官
か
ら
そ
の
管
轄
内
の
裁
判
官
に
対
し
て
示
さ
れ
る
指

　
　
針
及
び
指
示
を
い
う
。

　
第
三
節
　
上
告
審
裁
判
官

第
一
六
条
【
指
定
】
　
上
告
審
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
決

　
定
書
に
基
づ
き
こ
れ
を
指
定
す
る
。

第
一
七
条
【
資
格
】
第
一
〇
条
に
い
う
裁
判
官
に
適
用
さ
れ
る
資

　
格
は
、
上
告
審
裁
判
官
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
一
八
条
【
単
独
制
】
①
上
告
審
裁
判
官
は
、
上
告
審
に
お
け

　
る
少
年
事
件
を
単
独
の
裁
判
官
で
審
理
し
、
裁
判
を
行
う
。

②
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
少

　
年
事
件
の
審
理
を
合
議
体
で
行
う
よ
う
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
第
一
一
条
第
二
項
の
解
説
参
照
。

③
上
告
審
裁
判
官
は
、
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
一
人
の
書
記
官

　
又
は
一
人
の
補
助
書
記
官
に
よ
る
補
佐
を
受
け
る
。

第
一
九
条
【
監
督
】
　
少
年
審
判
に
対
す
る
最
終
的
な
監
督
は
、
最

　
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
行
う
。

　
第
四
節
　
再
　
審

第
二
〇
条
【
再
審
】
　
既
に
確
定
し
た
非
行
少
年
事
件
に
関
す
る
裁

　
判
所
判
決
に
対
し
、
少
年
及
び
・
又
は
父
母
、
後
見
人
、
里
親
若

　
し
く
は
弁
護
人
は
、
有
効
な
法
律
の
規
定
に
従
い
、
最
高
裁
判
所

　
に
再
審
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
五
節
　
少
年
審
判
の
権
限

第
一
＝
条
【
裁
判
権
】
　
少
年
審
判
は
、
非
行
少
年
事
件
の
場
合
に

　
お
け
る
刑
事
事
件
の
審
理
、
裁
判
及
び
処
理
を
行
う
権
限
を
有
す

　
る
。

第
三
章
刑
及
び
処
分

第
ニ
ニ
条
【
原
則
】
　
非
行
少
年
に
対
し
て
は
、

　
る
刑
（
三
α
き
㊤
）
又
は
処
分
（
貯
ぎ
α
接
き
）

　
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
律
に
定
め

に
限
り
こ
れ
を
科
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第
二
一
一
一
条
【
刑
の
種
類
】
①
非
行
少
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る

　
刑
は
、
主
刑
（
筥
鼠
轟
8
ざ
労
）
及
び
附
加
刑
（
忌
α
曽
曽
＄
ヨ
ー

　
び
餌
ゴ
薗
昌
）
と
す
る
。

②
非
行
少
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る
主
刑
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り

　
と
す
る
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
定

　
の
物
の
没
収
及
び
・
又
は
損
害
賠
償
の
支
払
か
ら
成
る
附
加
刑
を

　
併
せ
て
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
附
加
刑
と
し
て
科
さ
れ
る
損
害
賠
償
の
支
払
は
、
親
権
を
行
使
す
る

　
　
父
母
又
は
そ
の
他
の
者
の
責
任
と
す
る
。

④
損
害
賠
償
の
支
払
の
形
態
及
び
手
続
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令

　
で
更
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
四
条
【
処
分
の
種
類
】
①
非
行
少
年
に
科
す
こ
と
の
で
き

　
る
処
分
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

　
a
　
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
の
下
に
帰
住
さ
せ
る

　
b
　
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
に
参
加
さ
せ
る
た
め
国
に
委
託

　
　
す
る
、
又
は

　
　
重
懲
役
（
怠
3
冨
需
三
餌
蜀
）

　
　
軽
懲
役
（
且
母
墨
ざ
歪
轟
き
）

　
　
罰
金
（
且
α
き
曽
α
窪
α
帥
）
、
又
は

　
　
保
護
観
察
（
O
置
き
m
需
昌
鴇
薫
器
き
）

　
第
二
項
に
い
う
主
刑
の
ほ
か
、
非
行
少
年
に
対
し
て
は
、

abCd

　
c
　
社
会
省
、
又
は
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
の
分
野
で
活
動

　
　
す
る
社
会
団
体
に
委
託
す
る

　
†
（
a
）
　
少
年
が
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
の
下
に
帰
住
さ
せ
ら
れ

　
　
た
と
し
て
も
、
当
該
少
年
は
、
な
お
社
会
指
導
員
の
監
督
及
び
指
導

　
　
の
下
に
置
か
れ
、
と
り
わ
け
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
及
び
そ
の
他
の
活
動

　
　
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。

　
†
（
b
）
　
裁
判
官
は
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
が
よ
り
相
応
し
い

　
　
教
育
及
び
処
遇
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
教

　
　
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
に
参
加
さ
せ
る
た
め
、
当
該
少
年
を
少
年

　
　
社
会
化
施
設
に
収
容
す
る
よ
う
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
職
業
訓

　
　
練
は
、
例
え
ば
、
職
工
、
農
業
、
自
動
車
整
備
、
美
容
な
ど
に
関
す

　
　
る
技
術
を
授
け
る
こ
と
に
よ
り
、
処
分
に
服
し
た
後
、
自
立
し
て
生

　
　
活
で
き
る
よ
う
、
少
年
に
対
し
職
業
技
術
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目

　
　
的
と
し
て
い
る
。

　
†
（
c
）
　
原
則
と
し
て
、
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
は
、
少
年
社

　
　
会
化
施
設
又
は
社
会
省
に
お
い
て
政
府
が
こ
れ
を
実
施
す
る
が
、
少

　
　
年
の
利
益
に
叶
う
場
合
、
裁
判
官
は
、
当
該
少
年
の
宗
教
に
配
慮
し

　
　
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
寄
宿
塾
（
冨
錦
耳
お
ロ
）
、
社
会
寮
（
冨
日
一

　
　
ω
o
ω
一
巴
）
及
び
そ
の
他
の
社
会
施
設
と
い
っ
た
社
会
団
体
に
当
該
少

　
　
年
を
委
託
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
第
一
項
に
い
う
処
分
に
は
、
裁
判
官
の
定
め
る
訓
戒
（
冨
叩

　
E
き
）
及
び
追
加
遵
守
事
項
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
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†
「
訓
戒
」
と
は
、
当
該
少
年
が
処
分
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
行

　
　
為
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
処
分
を
科
さ
れ
た
少
年
に
対

　
　
す
る
直
接
的
な
、
又
は
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
を
通
じ
て
の
間
接

　
　
的
な
裁
判
官
か
ら
の
注
意
を
い
う
。
「
追
加
遵
守
事
項
」
と
は
、
例

　
　
え
ば
、
社
会
指
導
員
に
定
期
的
に
報
告
を
す
る
義
務
な
ど
を
い
う
。

第
二
五
条
【
刑
及
び
処
分
】
①
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行

　
少
年
に
対
し
、
裁
判
官
は
、
第
二
三
条
に
い
う
刑
又
は
第
二
四
条

　
に
い
う
処
分
を
科
す
。

②
第
一
条
第
二
号
b
に
い
う
非
行
少
年
に
対
し
、
裁
判
官
は
、
第

　
二
四
条
に
い
う
処
分
を
科
す
。

　
†
少
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る
刑
又
は
処
分
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、

　
　
裁
判
官
は
、
当
該
少
年
が
犯
し
た
罪
又
は
非
行
の
軽
重
に
配
慮
す
る

　
　
も
の
と
す
る
。
そ
の
外
、
裁
判
官
は
、
少
年
の
状
態
、
父
母
、
後
見

　
　
人
又
は
里
親
の
家
庭
状
況
、
家
族
構
成
員
と
の
関
係
及
び
環
境
の
状

　
　
況
に
つ
い
て
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
更
に
、
裁
判
官

　
　
は
、
社
会
指
導
員
の
報
告
書
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
六
条
【
死
刑
と
重
懲
役
の
緩
和
】
①
第
一
条
第
二
号
a
に

　
い
う
非
行
少
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る
重
懲
役
は
、
成
人
に
対
す

　
る
重
懲
役
の
長
期
の
二
分
の
一
以
下
と
す
る
。

　
†
「
成
人
に
対
す
る
重
懲
役
の
長
期
」
と
は
、
刑
法
典
又
は
そ
の
他
の

　
　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
重
懲
役
の
長
期
を

　
　
い
う
。

②
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少
年
が
死
刑
又
は
無
期
の
重
懲

　
役
が
法
定
さ
れ
て
い
る
罪
を
犯
し
た
と
き
、
当
該
少
年
に
科
す
こ

　
と
の
で
き
る
重
懲
役
は
一
〇
年
以
下
と
す
る
。

③
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少
年
が
、
二
一
歳
に
満
た
な
い

　
ま
ま
、
死
刑
又
は
無
期
の
重
懲
役
が
法
定
さ
れ
て
い
る
罪
を
犯
し

　
た
と
き
、
当
該
非
行
少
年
に
対
し
て
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
b

　
号
に
い
う
処
分
に
限
り
こ
れ
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少
年
が
、
一
二
歳
に
満
た
な
い

　
ま
ま
、
死
刑
が
法
定
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
無
期
の
重
懲
役
が

　
法
定
さ
れ
て
い
な
い
罪
を
犯
し
た
と
き
、
当
該
非
行
少
年
に
対
し

　
て
は
第
二
四
条
に
い
う
処
分
の
一
を
科
す
も
の
と
す
る
。

第
二
七
条
【
軽
懲
役
の
緩
和
】
　
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少

　
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る
軽
懲
役
は
、
成
人
に
対
す
る
軽
懲
役
の

　
長
期
の
二
分
の
一
以
下
と
す
る
。

　
†
「
成
人
に
対
す
る
軽
懲
役
の
長
期
」
と
は
、
刑
法
典
又
は
そ
の
他
の

　
　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
軽
懲
役
の
長
期
を

　
　
い
う
。

第
二
八
条
【
罰
金
と
職
業
訓
練
】
①
非
行
少
年
に
科
す
こ
と
の

　
で
き
る
罰
金
は
、
成
人
に
対
す
る
罰
金
の
多
額
の
二
分
の
一
以
下

　
と
す
る
。

　
†
「
成
人
に
対
す
る
罰
金
の
多
額
」
と
は
、
刑
法
典
又
は
そ
の
他
の
法
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律
で
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
犯
し
た
罪
に
対
す
る
罰
金
の
多
額
を
い
う
。

②
第
一
項
に
い
う
罰
金
が
完
納
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
、

　
職
業
訓
練
（
冨
け
ぎ
彗
冨
ユ
餌
）
の
義
務
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え

　
る
。

　
†
職
業
訓
練
の
義
務
は
、
当
該
少
年
が
自
身
に
と
っ
て
有
益
な
技
術
を

　
　
習
得
す
る
よ
う
教
育
す
る
こ
と
を
も
同
時
に
目
指
し
た
罰
金
の
代
替

　
　
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

③
罰
金
の
代
替
と
し
て
の
職
業
訓
練
の
義
務
は
、
九
〇
就
労
日
以

　
下
で
こ
れ
を
履
行
し
、
職
業
訓
練
時
間
は
一
日
四
時
間
を
超
え
ず
、

　
且
つ
、
夜
間
に
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

第
二
九
条
【
条
件
附
刑
】
①
条
件
附
刑
（
巳
3
呂
訂
お
巻
－

　
円
象
）
は
、
科
さ
れ
る
重
懲
役
が
二
年
以
下
で
あ
る
と
き
、
裁
判

　
官
は
こ
れ
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
一
項
に
い
う
条
件
附
刑
に
関
す
る
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
は
、

　
一
般
遵
守
事
項
及
び
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

③
一
般
遵
守
事
項
と
は
、
非
行
少
年
が
条
件
附
刑
の
期
間
に
服
す

　
る
間
、
再
び
罪
を
犯
さ
な
い
こ
と
を
い
う
。

④
特
別
遵
守
事
項
は
、
少
年
の
自
由
に
常
に
配
慮
し
な
が
ら
裁
判

　
官
の
判
決
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
一
定
の
事
項
を
行
い
、
又
は
行

　
わ
な
い
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
†
「
特
別
遵
守
事
項
」
と
は
、
と
り
わ
け
、
車
輌
を
運
転
し
て
は
な
ら

　
　
な
い
と
か
、
社
会
化
事
務
所
が
企
画
し
た
活
動
に
参
加
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
と
か
を
い
う
。

⑤
特
別
遵
守
事
項
に
対
す
る
条
件
附
刑
の
期
間
は
、
一
般
遵
守
事

　
項
に
対
す
る
条
件
附
刑
の
期
間
よ
り
も
短
い
も
の
と
す
る
。

⑥
　
第
一
項
に
い
う
条
件
附
刑
の
期
間
は
、
三
年
以
下
と
す
る
。

⑦
条
件
附
刑
の
期
間
に
服
す
る
間
、
検
察
官
が
監
督
を
行
い
、
社

　
会
指
導
員
は
、
非
行
少
年
が
定
め
ら
れ
た
遵
守
事
項
を
遵
守
す
る

　
よ
う
指
導
を
行
う
。

⑧
条
件
附
刑
に
服
す
る
非
行
少
年
は
、
社
会
化
事
務
所
が
こ
れ
を

　
指
導
し
、
社
会
化
指
導
対
象
者
と
し
て
の
地
位
に
置
か
れ
る
。

⑨
　
非
行
少
年
が
社
会
化
指
導
対
象
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
間
、

　
学
校
教
育
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
「
学
校
教
育
」
と
は
、
国
家
教
育
制
度
に
関
す
る
一
九
八
九
年
法
律

　
　
第
二
号
に
い
う
学
校
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
教
育
を
い
う
。

第
三
〇
条
【
保
護
観
察
】
①
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少

　
年
に
科
す
こ
と
の
で
き
る
保
護
観
察
は
、
三
月
以
上
二
年
以
下
と

　
す
る
。

②
　
第
一
条
第
二
号
a
に
い
う
非
行
少
年
に
対
し
第
一
項
に
い
う
保

　
護
観
察
が
科
さ
れ
た
と
き
、
当
該
少
年
は
、
検
察
官
の
監
督
と
社

　
会
指
導
員
の
指
導
下
に
こ
れ
を
置
く
も
の
と
す
る
。

③
保
護
観
察
の
実
施
の
形
態
及
び
手
続
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令
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で
更
に
こ
れ
を
定
め
る
。

　
†
「
保
護
観
察
」
と
は
、
少
年
に
科
さ
れ
る
特
別
な
刑
を
い
い
、
即
ち
、

　
　
当
該
少
年
の
自
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
で
の
少
年
の
行
動
に
対
し
て

　
　
検
察
官
が
行
う
監
督
で
あ
り
、
祉
会
指
導
員
が
行
う
指
導
の
実
施
で

　
　
あ
る
。

第
三
一
条
【
国
家
委
託
】
①
裁
判
官
に
よ
り
国
に
委
託
さ
れ
る

　
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
非
行
少
年
は
、
保
護
少
年
（
＞
昌
磐

　
　
　
（
n
）

　
Z
o
駆
轟
）
と
し
て
、
少
年
社
会
化
施
設
に
こ
れ
を
収
容
す
る
。

②
少
年
の
利
益
の
た
め
、
少
年
社
会
化
施
設
の
長
は
、
第
一
項
に

　
い
う
保
護
少
年
を
政
府
又
は
民
間
が
運
営
す
る
教
育
施
設
に
収
容

　
す
る
よ
う
司
法
大
臣
に
許
可
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
社
会
化
施
設
の
長
は
、
少
年
の
利
益
の
た
め
、
当
該
少
年
の
宗
教
に

　
　
配
慮
し
な
が
ら
、
保
護
少
年
を
少
年
社
会
化
施
設
か
ら
政
府
又
は
民

　
　
間
が
運
営
す
る
少
年
教
育
施
設
に
移
送
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い

　
　
る
。
こ
う
し
た
権
限
の
付
与
は
、
少
年
社
会
化
施
設
内
で
の
処
遇
や

　
　
そ
れ
以
後
の
保
護
少
年
に
対
す
る
処
遇
を
受
け
て
い
る
間
の
少
年
の

　
　
成
長
に
つ
い
て
少
年
社
会
化
施
設
の
長
が
よ
く
把
握
し
て
い
る
と
い

　
　
う
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
保
護
少
年

　
　
を
移
送
す
る
権
限
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
司
法
大
臣
か
ら
事

　
　
前
に
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
少
年
教
育
施
設
」
と
は
、

　
　
少
年
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
教
育
を
少
年
に
施
す
と
い
う

　
　
枠
組
に
お
い
て
活
動
を
実
施
し
て
い
る
各
施
設
を
い
う
。

第
三
二
条
【
職
業
訓
練
】
　
裁
判
官
は
、
非
行
少
年
が
第
二
四
条
第

　
一
項
第
c
号
に
い
う
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
に
参
加
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
旨
決
定
し
た
と
き
、
判
決
に
お
い
て
同
時
に
、
当

　
該
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
場
所
、
施
設
を
定

　
め
る
も
の
と
す
る
。

　
†
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
に
参
加
す
る
義
務
は
、
特
に
、
日
常
生

　
　
活
に
お
け
る
規
律
や
秩
序
を
知
ら
な
い
か
、
余
り
知
ら
な
い
非
行
少

　
　
年
に
対
し
こ
れ
を
課
す
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
社
会
職
員

第
三
三
条
【
社
会
職
員
】
　
社
会
職
員
と
は
、
左
に
掲
げ
る
者
か
ら

　
成
る
。

　
a
　
司
法
省
の
社
会
指
導
員

　
b
　
社
会
省
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
及
び

　
c
　
社
会
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
i

第
三
四
条
【
職
務
】
①
第
三
三
条
第
a
号
に
い
う
社
会
指
導
員

　
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
有
す
る
。

　
a
　
非
行
少
年
事
件
に
お
い
て
、
社
会
調
査
結
果
の
報
告
書
を
作

　
　
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
年
審
判
の
内
外
で
捜
査
官
、
公
訴
官

　
　
及
び
裁
判
官
の
職
務
が
円
滑
に
進
む
よ
う
補
佐
す
る
。
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b
　
裁
判
所
判
決
に
基
づ
い
て
条
件
附
刑
、
保
護
観
察
若
し
く
は

　
　
罰
金
が
科
さ
れ
る
か
、
国
に
委
託
さ
れ
職
業
訓
練
に
参
加
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
行
少
年
、
又
は
社
会
化
施
設
か
ら
条
件
附

　
　
釈
放
を
受
け
た
少
年
を
指
導
、
援
護
及
び
監
督
す
る
。

②
　
第
三
三
条
第
b
号
に
い
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
裁
判
所

　
判
決
に
基
づ
い
て
教
育
、
処
遇
及
び
職
業
訓
練
に
参
加
す
る
た
め

　
社
会
省
に
委
託
さ
れ
た
非
行
少
年
を
指
導
、
援
護
及
び
監
督
す
る

　
職
務
を
有
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

　
ー
カ
ー
は
、
社
会
指
導
員
と
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
五
条
【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】
　
第
三
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に

　
い
う
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
指
導
員
及
び
ソ
ー
シ
ャ

　
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
第
三
三
条
第
c
号
に
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ソ

　
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
六
条
【
委
任
】
　
社
会
指
導
員
の
職
務
、
義
務
及
び
資
格
に
関

　
す
る
規
定
は
、
司
法
大
臣
決
定
で
更
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
七
条
【
委
任
】
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
職
務
、
義
務
及
び

　
資
格
に
関
す
る
規
定
は
、
社
会
大
臣
決
定
で
更
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
一
一
一
八
条
【
社
会
指
導
員
等
の
資
格
】
　
社
会
指
導
員
及
び
ソ
ー
シ

　
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
そ
の
職
務
と
義
務
に
応
じ
た
特
別
の
専
門
性

　
を
有
し
て
い
る
か
、
又
は
社
会
福
祉
事
業
の
分
野
に
お
け
る
専
門

　
技
術
と
奉
仕
の
精
神
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
九
条
【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
資
格
等
】
①
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
少
年
の
生
活
の
維
持
、
身
体
的
、
精

　
神
的
、
社
会
的
発
達
及
び
保
護
の
た
め
少
年
を
処
遇
、
指
導
、
援

　
護
す
る
た
め
の
特
別
の
専
門
又
は
技
術
及
び
関
心
を
有
す
る
者
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
裁
判
所
判
決
に

　
基
づ
き
刑
又
は
処
分
を
科
せ
ら
れ
た
少
年
に
対
す
る
指
導
、
援
護

　
及
び
処
遇
の
結
果
に
関
し
、
社
会
指
導
員
に
報
告
書
を
提
出
す
る

　
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
少
年
裁
判
所
手
続

　
第
一
節
総
　
則

第
四
〇
条
【
訴
訟
法
の
準
用
】
　
有
効
な
訴
訟
法
は
、
こ
の
法
律
に

　
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
少
年
裁
判
所
手
続
に
も

　
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第

四第第

条款節
非
行
少
年
事
件

捜
　
査

【
少
年
係
捜
査
官
】

①
非
行
少
年
に
対
す
る
捜
査
は
、
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
警
察
長
官
決
定
書
に
基
づ
い
て
指
定
さ
れ

　
た
捜
査
官
又
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
警
察
長
官
に
よ
り
指
名
さ

　
れ
た
そ
の
他
の
官
吏
が
こ
れ
を
行
う
。

②
第
一
項
に
い
う
捜
査
官
と
し
て
指
定
さ
れ
る
た
め
の
資
格
は
、

　
左
に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

　
a
　
成
人
が
犯
し
た
犯
罪
の
捜
査
官
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
こ
と

　
b
　
少
年
間
題
に
興
味
、
関
心
、
貢
献
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し

　
　
て
い
る
こ
と

　
†
第
一
〇
条
第
b
号
の
解
説
参
照
。

③
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
第
一
項
に
い
う
捜
査
の
職

　
務
は
、
左
に
掲
げ
る
者
に
こ
れ
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
a
　
成
人
が
犯
し
た
犯
罪
の
た
め
の
捜
査
職
務
を
行
う
捜
査
官

　
b
　
有
効
な
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
指
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
捜

　
　
査
官

　
†
「
一
定
の
場
合
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
よ
う
な
任
命
資
格
の

　
　
あ
る
少
年
係
捜
査
官
が
未
だ
い
な
い
場
合
を
い
う
。
本
項
の
規
定
は
、

　
　
当
該
地
域
に
お
い
て
少
年
係
捜
査
官
の
指
名
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な

　
　
い
一
方
、
第
b
号
に
お
け
る
そ
の
他
の
捜
査
官
が
有
効
な
法
律
に
基

　
　
づ
い
て
指
定
さ
れ
た
文
官
公
務
員
の
捜
査
官
で
あ
る
場
合
で
も
、
常

　
　
に
捜
査
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

　
　
る
。

第
四
二
条
【
捜
査
の
方
式
】
①
捜
査
官
は
、
家
族
的
な
雰
囲
気

　
の
中
で
被
疑
者
を
取
り
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
†
「
家
族
的
な
雰
囲
気
の
中
で
」
と
は
、
と
り
わ
け
、
被
疑
者
を
取
り

　
　
調
べ
る
際
、
捜
査
官
は
制
服
を
着
用
せ
ず
、
効
果
的
、
情
緒
的
で
思

　
　
い
や
り
の
あ
る
方
法
を
と
る
こ
と
を
い
う
。

②
非
行
少
年
に
対
す
る
捜
査
を
行
う
に
あ
た
り
、
捜
査
官
は
、
社

　
会
指
導
員
に
意
見
又
は
提
案
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
な

　
と
き
は
、
教
育
の
専
門
家
、
精
神
保
健
の
専
門
家
、
宗
教
の
専
門

　
家
又
は
そ
の
他
の
社
会
職
員
に
意
見
又
は
提
案
を
求
め
る
こ
と
も

　
で
き
る
。

③
非
行
少
年
事
件
に
対
す
る
捜
査
の
過
程
は
、
こ
れ
を
秘
密
と
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
款
　
逮
捕
及
び
勾
留

第
四
三
条
【
逮
捕
の
方
式
】
①
非
行
少
年
の
逮
捕
は
、
刑
事
訴

　
訟
法
典
の
規
定
に
従
い
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
逮
捕
は
、
取
調
べ
目
的
の
た
め
、
一
日
以
内
で

　
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
†
』
日
」
と
は
、
一
×
二
四
時
間
を
い
う
。

第
四
四
条
【
捜
査
官
に
よ
る
勾
留
】
①
捜
査
目
的
の
た
め
、
第

　
四
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
a
号
に
い
う
捜
査
官
は
、
充
分
な
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初
期
証
拠
に
基
づ
き
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
る
少
年

　
に
対
す
る
勾
留
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
は
、
二
〇
日
以
内
に
限
り
有
効
と
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
期
間
は
、
未
終
了
の
取
調
べ
目
的
の
た
め
必
要

　
と
さ
れ
る
と
き
、
捜
査
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
権
限
を
有
す
る
公

　
訴
官
に
よ
り
、
一
〇
日
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

④
第
一
項
に
い
う
捜
査
官
は
、
三
〇
日
の
期
間
内
に
、
当
該
事
件

　
書
類
を
公
訴
官
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
　
第
四
項
に
い
う
期
間
が
経
過
し
、
事
件
書
類
が
未
だ
送
致
さ
れ

　
て
い
な
い
と
き
、
被
疑
者
は
、
法
の
た
め
、
勾
留
か
ら
こ
れ
を
釈

　
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
　
少
年
に
対
す
る
勾
留
は
、
拘
置
所
、
拘
置
支
所
の
所
内
お
け
る

　
少
年
の
た
め
の
特
別
の
場
所
、
又
は
一
定
の
場
所
で
こ
れ
を
行
う

　
も
の
と
す
る
。

　
†
「
特
別
の
場
所
」
と
は
、
少
年
の
た
め
に
特
別
に
設
け
ら
れ
た
、
成

　
　
人
の
被
勾
留
者
と
は
分
離
し
た
勾
留
場
所
を
い
う
。
あ
る
地
域
に
お

　
　
い
て
未
だ
拘
置
所
若
し
く
は
拘
置
支
所
が
な
い
か
、
又
は
上
記
二
つ

　
　
の
勾
留
場
所
が
既
に
一
杯
の
と
き
、
少
年
に
対
す
る
勾
留
は
、
事
件

　
　
の
取
調
べ
目
的
や
少
年
の
利
益
に
常
に
配
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の

　
　
一
定
の
場
所
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
五
条
【
勾
留
の
方
式
】
①
勾
留
は
、
少
年
の
利
益
及
び
・

　
又
は
社
会
の
利
益
を
充
分
に
考
慮
し
た
上
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と

　
す
る
。

　
†
原
則
と
し
て
、
勾
留
は
取
調
べ
目
的
の
た
め
に
こ
れ
を
行
う
が
、
少

　
　
年
に
対
す
る
勾
留
で
は
、
少
年
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な

　
　
成
長
や
発
達
に
係
わ
る
少
年
の
利
益
並
び
に
社
会
の
利
益
に
も
配
慮

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
理
由
は
、
勾
留
状
に
明
確
に
こ
れ
を
示
さ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
少
年
の
勾
留
場
所
は
、
成
人
の
勾
留
場
所
と
は
分
離
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

④
少
年
が
勾
留
さ
れ
て
い
る
間
、
少
年
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び

　
社
会
的
欲
求
は
、
常
に
こ
れ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
†
少
年
の
精
神
的
欲
求
に
は
、
少
年
の
知
的
欲
求
も
含
ま
れ
る
。

第
四
六
条
【
検
察
官
に
よ
る
勾
留
】
①
訴
追
目
的
の
た
め
、
公

　
訴
官
は
、
勾
留
又
は
勾
留
延
長
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
は
、
一
〇
日
以
内
と
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
期
間
は
、
未
終
了
の
取
調
べ
目
的
の
た
め
必
要

　
と
さ
れ
る
と
き
、
公
訴
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
権
限
を
有
す
る
地

　
方
裁
判
所
長
に
よ
り
、
一
五
日
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
を
延
長
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
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†
「
取
調
べ
目
的
」
と
は
、
訴
追
を
射
程
に
お
い
た
取
調
べ
の
目
的
を

　
　
い
う
。

④
公
訴
官
は
、
二
五
日
の
期
間
内
に
、
少
年
事
件
書
類
を
地
方
裁

　
判
所
へ
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
第
四
項
に
い
う
期
間
が
経
過
し
、
事
件
書
類
が
未
だ
地
方
裁
判

　
所
へ
送
致
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
被
疑
者
は
、
法
の
た
め
、
勾
留

　
か
ら
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
七
条
【
第
一
審
裁
判
官
に
よ
る
勾
留
】
①
審
理
目
的
の
た

　
め
、
裁
判
所
審
判
に
お
け
る
裁
判
官
は
、
審
理
さ
れ
て
い
る
少
年

　
の
勾
留
状
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
は
、
一
五
日
以
内
と
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
期
間
は
、
未
終
了
の
審
理
目
的
の
た
め
必
要
と

　
さ
れ
る
と
き
、
当
該
地
方
裁
判
所
長
に
よ
り
、
三
〇
日
を
限
度
と

　
し
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
三
項
に
い
う
期
間
が
経
過
し
、
裁
判
官
が
判
決
を
言
い
渡
し

　
て
い
な
い
と
き
、
当
該
少
年
は
、
法
の
た
め
、
勾
留
か
ら
こ
れ
を

　
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
八
条
【
控
訴
審
裁
判
官
に
よ
る
勾
留
】
①
審
理
目
的
の
た

　
め
、
裁
判
所
審
判
に
お
け
る
控
訴
審
裁
判
官
は
、
審
理
さ
れ
て
い

　
る
少
年
の
勾
留
状
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
は
、
一
五
日
以
内
と
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
期
間
は
、
未
終
了
の
審
理
目
的
の
た
め
必
要
と

　
さ
れ
る
と
き
、
当
該
高
等
裁
判
所
長
官
に
よ
り
、
三
〇
日
を
限
度

　
と
し
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
三
項
に
い
う
期
間
が
経
過
し
、
控
訴
審
裁
判
官
が
判
決
を
言

　
い
渡
し
て
い
な
い
と
き
、
当
該
少
年
は
、
法
の
た
め
、
勾
留
か
ら

　
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
九
条
【
上
告
審
裁
判
官
に
よ
る
勾
留
】
①
審
理
目
的
の
た

　
め
、
上
告
審
裁
判
官
は
、
審
理
さ
れ
て
い
る
少
年
の
勾
留
状
を
発

　
す
る
権
限
を
有
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
は
、
二
五
日
以
内
と
す
る
。

③
第
二
項
に
い
う
期
間
は
、
未
終
了
の
審
理
目
的
の
た
め
必
要
と

　
さ
れ
る
と
き
、
最
高
裁
判
所
長
官
に
よ
り
、
三
〇
日
を
限
度
と
し

　
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
三
項
に
い
う
期
間
が
経
過
し
、
上
告
審
裁
判
官
が
判
決
を
言

　
い
渡
し
て
い
な
い
と
き
、
当
該
少
年
は
、
法
の
た
め
、
勾
留
か
ら

　
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
〇
条
【
勾
留
の
特
別
延
長
】
①
第
四
四
条
、
第
四
六
条
、

　
第
四
七
条
、
第
四
八
条
及
び
第
四
九
条
に
い
う
勾
留
期
間
の
例
外

　
と
し
て
、
取
調
べ
目
的
の
た
め
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
に
対
す
る

　
勾
留
は
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
医
師
の
診
断
書
に
よ
り
証
明
さ

　
れ
て
い
る
重
度
の
身
体
的
又
は
精
神
的
障
害
を
被
っ
て
い
る
と
い
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う
相
当
で
不
可
避
の
理
由
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

②
第
一
項
に
い
う
勾
留
の
延
長
は
、
一
五
日
を
限
度
と
し
て
、
こ

　
れ
を
行
い
、
当
該
勾
留
が
な
お
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、
更

　
に
一
五
日
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
二
項
に
い
う
勾
留
の
延
長
は
、
左
に
掲
げ
る
者
が
こ
れ
を
行

　
う
。

　
a
　
捜
査
及
び
訴
追
の
段
階
で
は
、
地
方
裁
判
所
長

　
b
　
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
の
段
階
で
は
、
高
等
裁
判
所
長

　
　
官

　
c
　
控
訴
審
及
び
上
告
審
の
段
階
で
は
、
最
高
裁
判
所
長
官

④
第
三
項
に
い
う
官
吏
に
よ
る
勾
留
延
長
の
権
限
行
使
は
、
各
段

　
階
毎
に
、
充
分
な
責
任
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

⑤
三
〇
日
の
期
間
後
は
、
当
該
事
件
の
取
調
べ
が
終
了
し
て
お
ら

　
ず
、
又
は
判
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
被
疑
者
又
は
被

　
告
人
は
、
法
の
た
め
、
勾
留
か
ら
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

⑥
第
二
項
に
い
う
勾
留
の
延
長
に
対
し
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
は
、

　
左
に
掲
げ
る
者
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
a
　
捜
査
及
び
訴
追
の
段
階
で
は
、
高
等
裁
判
所
長
官

　
b
　
地
方
裁
判
所
の
審
理
及
び
控
訴
審
の
段
階
で
は
、
最
高
裁
判

　
　
所
長
官

第
五
一
条
【
弁
護
人
選
任
権
等
】
①
非
行
少
年
は
全
て
、
逮
捕

　
又
は
勾
留
さ
れ
た
時
よ
り
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
手
続
に
従
い
、

　
取
調
べ
の
間
及
び
各
段
階
に
お
い
て
、
一
人
又
は
複
数
の
弁
護
人

　
か
ら
法
的
援
助
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

②
逮
捕
又
は
勾
留
を
行
っ
た
官
吏
は
、
第
一
項
に
い
う
法
的
援
助

　
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、
被
疑
者
及
び
父
母
、
後
見
人
又
は
里

　
親
に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
た
少
年
は
全
て
、
権
限
を
有
す
る
官
吏
に

　
よ
る
聞
知
さ
れ
な
い
立
会
い
の
下
、
弁
護
人
と
直
接
、
面
会
す
る

　
権
利
を
有
す
る
。

　
†
本
規
定
は
、
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る
少
年
と
直
接
に
面
会
す
る

　
　
父
母
、
後
見
人
、
里
親
又
は
社
会
職
員
の
権
利
を
損
な
う
も
の
で
は

　
　
な
い
。

第
五
二
条
【
弁
護
人
の
義
務
】
　
第
五
一
条
第
一
項
に
い
う
少
年
に

　
対
す
る
法
的
援
助
を
行
う
に
あ
た
り
、
弁
護
人
は
、
少
年
の
利
益

　
と
公
共
の
利
益
に
配
慮
し
、
且
つ
、
家
族
的
な
雰
囲
気
が
常
に
保

　
た
れ
、
裁
判
が
円
滑
に
進
行
す
る
よ
う
努
め
る
義
務
を
負
う
。

　
†
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
に
あ
た
り
、
弁
護
人
は
、
第
三
三
条
に
い
う

　
　
社
会
職
員
の
意
見
に
も
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
一
一
一
款
　
訴
　
追

第
五
三
条
【
少
年
係
検
察
官
】
①
非
行
少
年
に
対
す
る
訴
追
は
、

　
検
事
総
長
決
定
書
に
基
づ
い
て
指
定
さ
れ
た
公
訴
官
又
は
検
事
総

　
長
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
そ
の
他
の
官
吏
が
こ
れ
を
行
う
。

②
第
一
項
に
い
う
公
訴
官
と
し
て
指
定
さ
れ
る
た
め
の
資
格
は
、

　
左
に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

　
a
　
成
人
が
犯
し
た
犯
罪
の
公
訴
官
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
こ
と

　
b
　
少
年
問
題
に
興
味
、
関
心
、
貢
献
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し

　
　
て
い
る
こ
と

　
†
第
一
〇
条
第
b
号
の
解
説
参
照
。

③
必
要
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
、
第
一
項
に
い
う
訴
追
の
職

　
務
は
、
成
人
が
犯
し
た
犯
罪
に
対
す
る
訴
追
職
務
を
行
う
公
訴
官

　
に
こ
れ
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
』
定
の
場
合
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
よ
う
な
任
命
資
格
の

　
　
あ
る
少
年
係
公
訴
官
が
未
だ
い
な
い
場
合
を
い
う
。
本
項
の
規
定
は
、

　
　
当
該
地
域
に
お
い
て
少
年
係
公
訴
官
の
指
名
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な

　
　
い
場
合
で
も
、
常
に
訴
追
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

　
　
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
五
四
条
【
起
訴
状
】
　
公
訴
官
は
、
捜
査
結
果
か
ら
訴
追
を
行
う

　
こ
と
が
で
き
る
と
思
料
す
る
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
い
、

　
出
来
る
限
り
迅
速
に
起
訴
状
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
四
款
　
裁
判
所
審
判
に
お
け
る
審
理

第
五
五
条
【
審
判
の
出
席
者
】
　
第
一
条
第
二
号
に
い
う
非
行
少
年

　
事
件
に
お
い
て
、
公
訴
官
、
弁
護
人
、
社
会
指
導
員
、
父
母
、
後

　
見
人
又
は
里
親
及
び
証
人
は
、
少
年
審
判
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
†
原
則
と
し
て
犯
罪
は
被
告
人
自
身
の
責
任
を
構
成
す
る
も
の
の
、
被

　
　
告
人
が
少
年
て
あ
る
場
合
は
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
の
出
席
と

　
　
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

第
五
六
条
【
社
会
調
査
】
①
審
判
を
開
く
に
先
立
ち
、
裁
判
官

　
は
、
当
該
少
年
に
関
す
る
社
会
調
査
結
果
の
報
告
書
を
提
出
す
る

　
よ
う
社
会
指
導
員
に
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
†
「
審
判
を
開
く
に
先
立
ち
」
と
は
、
審
判
が
正
式
に
開
始
さ
れ
る
前

　
　
を
い
う
。
本
規
定
は
、
裁
判
官
に
社
会
調
査
報
告
書
を
検
討
す
る
充

　
　
分
な
時
間
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

　
　
当
該
報
告
書
は
、
審
判
直
前
の
時
点
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
幾
ら
か

　
　
の
時
間
を
お
い
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
報
告
書
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
。

　
a
　
少
年
個
人
、
少
年
の
家
族
、
教
育
及
び
社
会
生
活
の
デ
ー
タ
、

　
　
並
び
に

　
b
　
社
会
指
導
員
の
結
論
又
は
意
見
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第
五
七
条
【
審
判
の
開
廷
】
①
裁
判
官
が
審
判
を
開
廷
し
、
審

　
判
の
一
般
へ
の
非
公
開
を
宣
言
し
た
後
、
被
告
人
は
、
父
母
、
後

　
見
人
又
は
里
親
、
弁
護
人
及
び
社
会
指
導
員
と
共
に
入
廷
す
る
よ

　
う
、
こ
れ
に
求
め
る
も
の
と
す
る
。

②
審
判
の
問
、
被
告
人
は
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
、
弁
護
人

　
及
び
社
会
指
導
員
が
こ
れ
に
付
き
添
う
も
の
と
す
る
。

第
五
八
条
【
少
年
の
退
廷
】
①
証
人
を
尋
問
す
る
際
、
裁
判
官

　
は
、
被
告
人
を
審
判
廷
の
外
へ
退
廷
さ
せ
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
†
被
告
人
を
審
判
の
外
へ
退
廷
さ
せ
る
の
は
、
少
年
の
心
理
に
影
響
を

　
　
与
え
る
事
が
あ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
第
一
項
に
い
う
証
人
尋
問
の
際
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
、

　
弁
護
人
及
び
社
会
指
導
員
は
、
そ
の
ま
ま
在
廷
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
九
条
【
判
決
の
宣
告
】
①
判
決
を
言
い
渡
す
に
先
立
ち
、

　
裁
判
官
は
、
父
母
、
後
見
人
又
は
里
親
に
対
し
、
少
年
に
と
っ
て

　
有
利
な
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

②
　
第
一
項
に
い
う
判
決
は
、
社
会
指
導
員
か
ら
の
社
会
調
査
報
告

　
書
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
†
本
項
に
お
け
る
「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
本
規
定
が
遵
守
さ

　
　
れ
な
い
と
き
、
結
果
と
し
て
判
決
は
法
の
た
め
無
効
と
な
る
こ
と
を

　
　
い
う
。

③
　
裁
判
所
判
決
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
た
審
判
で
こ
れ
を
言
い
渡

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
少
年
社
会
化
施
設

第
六
〇
条
【
収
容
】
①
社
会
化
教
育
少
年
は
、
成
人
と
は
分
離

　
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
少
年
社
会
化
施
設
に
こ
れ
を
収

　
容
す
る
。

　
†
社
会
化
に
関
す
る
一
九
九
五
年
法
律
第
一
二
号
に
い
う
少
年
社
会
化

　
　
施
設
が
、
あ
る
地
域
に
未
だ
な
い
と
き
、
社
会
化
教
育
少
年
は
、
成

　
　
人
と
は
収
容
が
分
離
さ
れ
て
い
る
社
会
化
施
設
に
こ
れ
を
収
容
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
一
項
に
い
う
施
設
に
収
容
さ
れ
た
少
年
は
、
そ
の
素
質
と
能

　
力
に
応
じ
た
教
育
及
び
訓
練
を
受
け
る
権
利
並
び
に
有
効
な
法
令

　
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
。

　
†
少
年
社
会
化
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
間
、
社
会
化
教
育
少
年
に
認

　
　
め
ら
れ
る
権
利
は
、
社
会
化
に
関
す
る
一
九
九
五
年
法
律
第
一
二
号

　
　
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。
当
該
権
利
の
付
与
に
あ
た
っ
て
は
、

　
　
当
該
少
年
に
対
す
る
処
遇
、
と
り
わ
け
少
年
の
身
体
的
、
精
神
的
及

　
　
び
社
会
的
成
長
及
び
発
達
に
つ
い
て
、
常
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
六
一
条
【
刑
事
少
年
】
①
少
年
社
会
化
施
設
に
お
い
て
刑
の
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執
行
を
終
え
な
い
ま
ま
、
一
八
歳
に
達
し
た
刑
事
少
年
は
、
社
会

　
化
施
設
に
こ
れ
を
移
送
す
る
。

②
第
一
項
に
い
う
一
八
歳
に
達
し
た
が
未
だ
二
一
歳
に
満
た
な
い

　
刑
事
少
年
は
、
一
二
歳
以
上
に
達
し
た
者
と
は
分
離
す
る
形
で
社

　
会
化
施
設
に
こ
れ
を
収
容
す
る
。

　
†
社
会
化
施
設
に
お
け
る
刑
事
少
年
の
収
容
は
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳

　
　
未
満
の
者
の
た
め
の
特
定
の
区
画
を
用
意
し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と

　
　
す
る
。

第
六
二
条
【
仮
釈
放
】
①
科
さ
れ
た
刑
の
三
分
の
二
で
九
月
以

　
上
重
懲
役
に
服
し
、
行
状
が
良
い
刑
事
少
年
は
、
こ
れ
を
条
件
附

　
釈
放
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
一
項
に
い
う
刑
事
少
年
は
、
検
察
官
の
監
督
及
び
社
会
化
事

　
務
所
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
社
会
指
導
員
の
指
導
下
に
こ
れ
を
置

　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
く
も
の
と
す
る
。

③
第
一
項
に
い
う
条
件
附
釈
放
に
は
、
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
残
刑
と
同
じ
長
さ
の
保
護
観
察
期
問
を
付
す
る
。

④
条
件
附
釈
放
に
お
い
て
は
、
第
二
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

　
い
う
一
般
遵
守
事
項
及
び
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
る
。

⑤
第
二
項
に
い
う
指
導
の
実
施
に
対
す
る
観
察
は
、
社
会
化
観
察

　
委
員
会
が
こ
れ
を
行
う
。

第
六
三
条
【
仮
退
院
】
　
少
年
社
会
化
施
設
の
長
は
、
保
護
少
年
が

　
施
設
に
お
け
る
教
育
期
間
に
一
年
以
上
服
し
、
行
状
が
良
く
、
最

　
早
処
遇
を
必
要
と
し
な
い
と
思
料
す
る
と
き
、
第
二
九
第
三
項
及

　
び
第
四
項
に
い
う
遵
守
事
項
を
付
し
、
又
は
こ
れ
を
付
さ
ず
に
、

　
当
該
少
年
を
施
設
か
ら
退
院
さ
せ
る
よ
う
司
法
大
臣
に
許
可
申
請

　
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
†
少
年
社
会
化
施
設
か
ら
少
年
を
退
院
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該

　
　
問
題
に
関
し
秩
序
正
し
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
司
法
大
臣
か
ら
の
許

　
　
可
を
必
要
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
四
条
【
委
任
】
　
第
六
〇
条
、
第
六
一
条
、
第
六
二
条
及
び
第

　
六
三
条
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
更
に
こ
れ
を
定
め

　
る
。

第
七
章
　
経
過
規
定

第
六
五
条
【
新
・
旧
法
適
用
】
　
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
た
時
点
で
、

　
非
行
少
年
事
件
が
、

　
a
　
審
理
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
判
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

　
　
以
後
の
処
理
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
効
力
の
あ
っ
た
手
続

　
　
法
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
b
　
地
方
裁
判
所
へ
既
に
送
致
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
審
理
が
行

　
　
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
以
後
の
処
理
は
、
こ
の
法
律
で
定
め
る

ll3



法学研究71巻2号（ラ98：2）

　
　
少
年
裁
判
所
手
続
法
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
六
条
【
新
法
適
用
】
　
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
た
時
点
で
未
だ

　
確
定
し
て
い
な
い
か
、
又
は
既
に
確
定
し
て
い
る
が
未
だ
執
行
さ

　
れ
て
い
な
い
非
行
少
年
事
件
に
関
す
る
裁
判
官
の
判
決
に
つ
い
て
、

　
以
後
の
処
理
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
章
　
終
　
章

第
六
七
条
【
旧
規
定
の
廃
止
】
　
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
た
時
点
で
、

　
刑
法
典
第
四
五
条
、
第
四
六
条
及
び
第
四
七
条
は
効
力
を
失
う
も

　
の
と
す
る
。

第
六
八
条
【
施
行
】
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

　
年
を
経
過
し
て
か
ら
施
行
す
る
。

各
人
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
官
報
へ

の
掲
載
に
よ
る
こ
の
法
律
の
公
布
を
命
ず
る
。

一
九
九
七
年
一
月
三
日
　
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
て
制
定

　
　
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
大
統
領
　
ス
ハ
ル
ト

一
九
九
七
年
一
月
三
日
　
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
て
公
布

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
国
務
大
臣
・
国
務
官
房
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ル
デ
ィ
オ
ノ

　
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
官
報
一
九
九
七
年
第
三
号

（
†
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
官
報
補
遺
第
三
六
六
八
号
）

訳
者
注

†
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
律
（
¢
コ
α
き
鴨
一
旨
3
昌
磯
）
に
は
、
必
ず
、
当

　
該
法
律
の
コ
般
解
説
」
（
冨
三
〇
冨
ω
き
⊆
ヨ
仁
ヨ
）
と
条
文
の

　
「
逐
条
解
説
」
（
需
三
①
一
器
き
℃
霧
巴
号
ヨ
一
冨
鐙
一
）
が
附
則
の
よ

　
う
な
形
で
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
解
説
（
案
）
」
の
部
分
も
、
法

　
律
案
の
一
部
と
し
て
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
、
審
議
の
対
象
と
な
る
。

　
そ
し
て
必
要
で
あ
れ
ば
、
修
正
を
施
さ
れ
、
最
終
的
に
法
律
案
が
可

　
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
解
説
」
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
解

　
説
」
も
正
式
な
法
律
の
一
部
で
あ
り
、
条
文
解
釈
上
、
重
要
な
法
源

　
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
の
条
文
が
「
官
報
」
（
冨
ヨ
冨
－

　
蚕
昌
Z
①
覧
鍔
）
に
掲
載
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
解
説
」
は
独
立
し
た

　
「
官
報
補
遺
」
（
↓
鋤
ヨ
げ
魯
き
零
日
び
貰
彗
Z
農
”
轟
）
に
掲
載
さ

　
れ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

　
　
こ
こ
で
は
、
閲
覧
の
便
宜
上
、
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
官
報
補
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遺
第
三
六
六
八
号
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
少
年
裁
判
所
に
関
す
る
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
一
九
九
七
年
法
律
第
三
号
に
関
す
る
解
説
」
の

コ
般
解
説
」
を
法
律
の
制
定
文
の
後
に
、
条
文
の
「
逐
条
解
説
」

を
各
条
文
の
後
に
†
を
付
し
て
掲
載
し
た
。
但
し
、
逐
条
解
説
に

「
明
確
」
（
2
ざ
づ
琶
霧
）
と
の
文
言
し
か
な
い
場
合
は
、
掲
載
を

省
略
し
た
。
ま
た
、
条
文
中
の
各
号
の
解
説
が
あ
る
場
合
は
、
煩
雑

さ
を
避
け
る
た
め
、
†
（
a
）
な
ど
の
よ
う
に
†
マ
ー
ク
の
後
に
号

数
を
示
し
た
。

（
1
）
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
お
け
る
冨
ヨ
げ
ぎ
き
昌
の
語
は
、
刑
事
政

策
用
語
上
、
英
語
の
段
8
一
ヨ
Φ
暮
（
亀
o
頃
窪
α
R
）
の
イ
訳
に
当

　
て
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
日
本
語
の
「
処

　
遇
」
を
当
て
る
の
が
定
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
の
な
か
で
は
、
む

　
し
ろ
「
育
て
る
」
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ

　
り
、
こ
の
場
合
、
「
処
遇
」
の
語
を
当
て
る
の
が
適
当
で
な
く
、
ま

　
た
「
教
育
」
と
訳
さ
れ
る
O
窪
象
象
惹
コ
の
語
と
も
明
ら
か
に
区
別

　
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
（
例
え
ば
、
一
般
解
説
、
第
二
四
条
第

　
一
項
な
ど
）
、
そ
の
場
合
は
「
育
成
」
の
語
を
当
て
る
こ
と
と
し
た
。

（
2
）
　
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
普
通
・

宗
教
・
軍
事
・
行
政
の
四
つ
の
各
裁
判
管
轄
に
お
い
て
、
既
存
の
通

常
裁
判
所
の
外
、
特
別
裁
判
所
の
設
置
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

例
と
し
て
、
普
通
裁
判
管
轄
に
お
け
る
少
年
裁
判
所
や
経
済
裁
判
所

　
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
是
で
、
唯
一
絶
対

神
へ
の
信
仰
、
公
平
で
文
化
的
な
人
道
主
義
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
統

　
一
、
協
議
と
代
議
制
に
お
い
て
英
知
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
民
主
主
義
、

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
国
民
に
対
す
る
社
会
正
義
の
五
原
則
か
ら
成
る
。

（
4
）
各
条
文
の
見
出
し
【
】
は
、
便
宜
上
、
訳
者
が
付
し
た
も
の

　
で
あ
る
。

（
5
）
　
冨
声
ε
声
p
は
、
通
常
、
「
規
則
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で

　
は
慣
習
法
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
規
範
」
と
訳
し
て

　
お
く
。

（
6
）
　
同
法
の
邦
訳
は
、
拙
訳
「
資
料
一
九
九
五
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社

会
化
法
」
法
学
研
究
七
〇
巻
三
号
（
一
九
九
七
）
八
五
頁
以
下
を
参

照
さ
れ
た
い
。
ま
た
同
法
の
解
説
と
し
て
、
拙
稿
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
の
新
し
い
矯
正
保
護
法
ー
一
九
九
五
年
「
社
会
化
法
」
を
巡
っ
て

ー
」
法
学
研
究
六
九
巻
一
一
号
（
一
九
九
六
）
一
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
7
）
　
冨
コ
鴇
亀
き
は
、
通
常
、
評
轟
区
＝
磐
Z
彊
包
「
地
方
裁

判
所
」
や
℃
窪
窓
島
一
き
↓
ぎ
躇
一
「
高
等
裁
判
所
」
と
い
っ
た
司

法
機
関
を
表
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
幕
薦
毘
一
・

一
き
は
、
司
法
作
用
と
し
て
の
「
裁
判
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

　
る
こ
と
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
本
条
で
も
幕
一
讐
臣
轟
「
行
使
機

関
」
で
あ
る
と
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
℃
①
晃
区
一
－

一
き
＞
コ
畏
を
「
少
年
裁
判
所
」
と
訳
す
。
こ
の
点
に
つ
き
、
法
案

　
で
は
司
法
の
作
用
を
示
す
評
声
亀
き
＞
づ
葵
「
少
年
裁
判
」
の
語

　
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
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（
8
）
　
こ
こ
で
は
「
少
年
」
と
同
じ
彗
欝
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

　
が
、
第
一
条
第
一
号
の
定
義
規
定
と
の
関
係
上
、
本
条
で
は
こ
れ
を

　
「
児
童
」
と
訳
し
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

（
9
）
　
「
併
合
」
（
ざ
器
誘
詳
器
）
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
一
九

　
八
一
年
法
律
第
八
号
）
第
一
一
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
0
）
　
刑
法
典
や
本
法
第
六
二
条
で
は
、
「
保
護
観
察
期
間
（
ヨ
霧
m

℃
R
8
富
壁
）
」
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
条
で
は
、

　
「
条
件
附
刑
の
期
間
（
ヨ
帥
鋸
巳
量
轟
σ
震
亀
貰
碧
）
」
と
さ
れ
て
い

　
る
。

（
1
1
）
　
「
保
護
少
年
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
社
会
化
法
（
一
九
九
五

　
年
法
律
第
一
二
号
）
第
一
条
第
八
号
b
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
い
う
「
取
調
べ
」
（
o
震
爵
器
）
に
は
、
捜
査
段
階
で
の

　
取
調
べ
と
審
判
に
お
け
る
審
理
の
双
方
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
本
条
第
五
項
、
第
二
九
条
第
七
項
、
第
三
〇
条
第
二
項
の
規
定

　
に
鑑
み
、
原
文
に
は
「
社
会
指
導
員
」
の
前
に
「
指
導
」
の
語
が
欠

　
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
訳
で
は
こ
れ
を
補
っ
た
。
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